
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

税
制
の
公
平
性
等
を
確
保
す
る
た
め
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
を
踏
ま
え
、
適
用
実

績
の
把
握
と
効
果
の
検
証
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
効
果
が
不
明
確
な
も
の
等
は
縮
減
・
廃
止
す
る
な
ど
、
租
税
特
別
措

置
の
徹
底
し
た
見
直
し
を
推
進
す
る
こ
と
。

一

法
人
税
に
関
す
る
議
論
を
活
発
化
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
今
回
の
法
人
税
改
革
も
踏
ま
え
た
実
質
的
な
法
人
税
負
担
率
の
状

況
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
大
企
業
の
納
税
実
態
の
透
明
性
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

一

車
体
課
税
に
つ
い
て
は
、
車
が
地
方
で
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
ユ
ー
ザ
ー
負
担
の
状
況
も
踏

ま
え
、
税
制
抜
本
改
革
法
第
七
条
の
趣
旨
等
に
沿
っ
て
、
安
定
的
な
財
源
を
確
保
し
た
上
で
、
地
方
財
政
に
も
配
慮
し
つ

つ
、
簡
素
化
、
負
担
の
軽
減
及
び
グ
リ
ー
ン
化
の
観
点
か
ら
見
直
し
を
推
進
す
る
こ
と
。

一

本
邦
企
業
の
活
発
な
Ｍ
＆
Ａ
や
企
業
再
編
な
ど
の
事
業
活
動
に
対
し
て
税
制
の
一
層
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
米
国

型
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
レ
タ
ー
ル
ー
リ
ン
グ
（
事
前
照
会
制
度
）
な
ど
も
参
考
と
し
つ
つ
、
実
務
に
即
し
た
事
前
相
談
の
充
実
に

努
め
る
こ
と
。

一

海
外
に
お
け
る
日
系
企
業
の
移
転
価
格
税
制
等
の
税
制
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
す
る
た
め
、
大
使
館
等
に
お
け
る
支
援
体



制
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
相
互
協
議
の
円
滑
な
処
理
に
資
す
る
よ
う
、
体
制
強
化
を
行
う
こ
と
。

一

高
水
準
で
推
移
す
る
申
告
件
数
及
び
滞
納
税
額
、
経
済
取
引
の
国
際
化
・
広
域
化
・
高
度
情
報
化
に
よ
る
調
査
・
徴
収
事

務
等
の
複
雑
・
困
難
化
に
加
え
、
税
制
改
正
に
よ
る
税
制
の
複
雑
化
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に
伴
う
税
制
改
正
へ
の
対

応
な
ど
に
よ
る
事
務
量
の
増
大
に
鑑
み
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
及
び
徴
収
の
実
現
を
図
り
、
国
の
財
政
基
盤
で
あ
る
税
の

歳
入
を
確
保
す
る
た
め
、
国
税
職
員
の
定
員
確
保
、
職
務
の
困
難
性
・
特
殊
性
を
適
正
に
評
価
し
た
給
与
水
準
の
確
保
な
ど

処
遇
の
改
善
、
機
構
の
充
実
及
び
職
場
環
境
の
整
備
に
特
段
の
努
力
を
払
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


